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厚労省が「過重労働厚労省が「過重労働厚労省が「過重労働厚労省が「過重労働解消キャンペーン」解消キャンペーン」解消キャンペーン」解消キャンペーン」

をををを実施実施実施実施

◆今年◆今年◆今年◆今年11月に実施月に実施月に実施月に実施

厚生労働省では、9月30日に設置した「長時間労働

削減推進本部」の決定を踏まえ、11月に「過重労働

解消キャンペーン」を実施すると発表しました。

近年、長時間労働に伴う残業代の未払いや従業員

◆◆◆◆具体的な対策は？具体的な対策は？具体的な対策は？具体的な対策は？

対策として、以下のようなものが考えられます。

自社の規模や風土、予算などに合ったものを取り入

れ、実践してみてはいかがでしょうか？

職場や工場の見学会、職場での事前実習・研修、

内定者同士の交流・グループワーク、社内行事への

招待、社内報の送付、経営者・役員との懇談会、通

信教育やWEBを使った入社前研修、レポートの提出、

資格取得支援、近況報告の義務付け 等

最近では、採用理由について文書で説明する企業

も増えているそうです。「なぜ、あなたを採用した

のか」という個々へのフォローが重要となってきて

いるようです。

◆リーフレットのダウンロード◆リーフレットのダウンロード◆リーフレットのダウンロード◆リーフレットのダウンロード

なお、厚生労働省のホームページ（http://www.mhl

w.go.jp /stf/houdou/0000060042.html）では、キャン

ペーンに関連したリーフレットをダウンロードするこ

とができます。

「内定辞退」と「内定辞退」と「内定辞退」と「内定辞退」とならないためにならないためにならないためにならないために

必要必要必要必要な内定者へのフォローな内定者へのフォローな内定者へのフォローな内定者へのフォロー

近年、長時間労働に伴う残業代の未払いや従業員

の健康問題が労使トラブルの主要な原因の1つとなっ

ていますが、キャンペーン実施による長時間労働の

削減と労使トラブルの減少が期待されます。

◆キャンペーンの内容◆キャンペーンの内容◆キャンペーンの内容◆キャンペーンの内容

6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2014」に

「働き過ぎ防止の取組強化」が盛り込まれ、同月に

「過労死等防止対策推進法」が成立するなど、長時

間労働対策の強化が重要課題となっています。

そこで、同キャンペーンでは、主に以下の取組み

が予定されています。

（１）労使の主体的な取組みの促進

キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働

組合に対し、厚生労働大臣、副大臣、大臣政務官に

よる協力要請を行う。

（２）重点監督の実施

若者の「使い捨て」が疑われる企業や長時間の過

１１１１１１１１月月月月の税務と労務の手続［提出先・納付の税務と労務の手続［提出先・納付の税務と労務の手続［提出先・納付の税務と労務の手続［提出先・納付

先］先］先］先］

10日

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

○労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始している場合＞［労働基準監督

署］

17日

○所得税の予定納税額の減額承認申請書の提出［税

務署］

必要必要必要必要な内定者へのフォローな内定者へのフォローな内定者へのフォローな内定者へのフォロー

◆内定を◆内定を◆内定を◆内定を出して終わり出して終わり出して終わり出して終わりではないではないではないではない

人手不足、採用活動の早期化が進んでいる中で必要

となってくるのが「内定者フォロー」です。採用内定

を出したらそれで終わりではありません。

内定から入社までの期間は、学生にとっては気持ち

が不安定な状態であり、内定を複数の会社から得てい

る場合、会社を絞り込んでいく期間となります。

内定辞退とならないために、企業はこの期間に何を

すればいいのでしょうか。

◆内定者の不安感を払拭する◆内定者の不安感を払拭する◆内定者の不安感を払拭する◆内定者の不安感を払拭する

学生に内定を出した後、入社直前までそのまま放っ

ておくという企業は意外に多いようです。それでは内

定者は「本当に内定したのか？」「期待されていない

のでは？」など、不安に駆られ、他企業への就職活動

を再開してしまうということになりかねません。
重な労働による過労死などに関して労災請求が行わ

れた事業場などへ監督指導を行う。

（３）電話相談の実施

11月1日に「過重労働解消相談ダイヤル」（無料）

を全国一斉に実施し、都道府県労働局の担当官が相

談に対応する。

（４）企業における自主的な過重労働防止対策の推

進

企業の労務担当責任者などを対象に、全国８カ所

（北海道、宮城、東京、愛知、大阪、広島、香川、

福岡）で計10回、「過重労働解消のためのセミ

ナー」（委託事業）を実施する。

12月1日

○個人事業税の納付＜第2期分＞［郵便局または銀

行］

○所得税の予定納税額の納付＜第2期分＞［郵便局ま

たは銀行］

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

○日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務

所］

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］

を再開してしまうということになりかねません。

内定者の不安感を払しょくし、適切にフォローして

いく必要があります。

◆イメージギャップの穴埋め◆イメージギャップの穴埋め◆イメージギャップの穴埋め◆イメージギャップの穴埋め

新卒者の約3割が、入社後3年以内に辞めてしまうと

言われています。思い描いていたイメージと現実との

ギャップが大きいということも理由の1つとなってい

るようです。

入社後のミスマッチをいかに少なくするか、入社後

スムーズに順応できるよう検討し、適切な対応を行っ

ていくことが大切です。


